
広
島
県
人
口
移
動
統
計
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
三
年
三
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 
 
 

広
島
県
規
則
第
六
号 

 
 
 

広
島
県
人
口
移
動
統
計
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
人
口
移
動
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
四
十
年
広
島
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正 

す
る
。 

別
記
様
式
第
二
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

                           



違
う

場
合

様
式
第
２
号
（
第
６
条
関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

整
理

番
号

広
島

県
 

       
人

口
移

動
統

計
調

査
乙

調
査

票
◯ 秘

 
 

 
 

 １
 

今
回

の
住

民
票

の
届

出
は

，
転

入
で

す
か

，
転

出
で

す
か

。
 

ど
ち

ら
か

の
番

号
に

○
を

し
て

，
住

所
地

（
国

外
の

場
合

は
都

道
府

県
欄

に
国

名
）

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
 

 
 

1
．

転
入

 
県

外
・

国
外

か
ら

来
ま

し
た

。
 

 
 

 
 

こ
れ

ま
で

住
ん

で
い

た
都

道
府

県
・

国
を

記
入

 
都

道

府
県

県
外

・
国

外
へ

出
ま

す
。

 

こ
れ

か
ら

住
む

都
道

府
県

・
国

を
記

入
 

 
都

道

府
県

2
．

転
出

 

県
内

の
他

の
市

区
町

へ
出

ま
す

。
 

こ
れ

か
ら

住
む

市
･区

･町
を

記
入

  

 
市町

 
 

 
区

 ２
 

移
動

す
る

理
由

は
何

で
す

か
。
主

な
理

由
を

一
つ

だ
け

選
ん

で
番

号
に

○
を

し
て

く
だ

さ
い

。（
用

語
の

説
明

は
裏

面
に

あ
り

ま
す

。
）
 

 

 
 

1
．

就
 

職
 

 
 

2
．

転
 

勤
 

 
 

 
3

．
転

業
・

転
職

 
 

 
 4

．
退

職
・

廃
業

 
 

 
5

．
就

 
学

 

 
 

6
．

卒
 

業
 

 
 

7
．

婚
姻

関
係

 
 

 
8

．
住

宅
事

情
 

 
  

 
9

．
そ

の
他

 
 

 
 

 
 

 ３
 

移
動

す
る

全
員

の
方

の
性

別
を

選
ん

で
○

を
し

，
出

生
年

月
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
性

別
 

出
 

生
 

年
 

月
 

1
 

移
動

の
主主

な
要

因
 

と
な

っ
た

方
 

男
 

・
 

女
 

（
 

明
治

 
・

 
大

正
 

・
 

昭
和

 
・

 
平

成
 

）
 

年
    

 
月

２
 

一
緒

に
移

動
す

る
方

 
男

 
・

 
女

 
（

 
明

治
 

・
 

大
正

 
・

 
昭

和
 

・
 

平
成

 
）

 
年

    
 

月

3
 

〃
 

男
 

・
 

女
 

（
 

明
治

 
・

 
大

正
 

・
 

昭
和

 
・

 
平

成
 

）
 

年
    

 
月

4
 

〃
 

男
 

・
 

女
 

（
 

明
治

 
・

 
大

正
 

・
 

昭
和

 
・

 
平

成
 

）
 

年
    

 
月

5
 

〃
 

男
 

・
 

女
 

（
 

明
治

 
・

 
大

正
 

・
 

昭
和

 
・

 
平

成
 

）
 

年
    

 
月

 ４
 

今
回

の
移

動
先

（
転

入
先

又
は

転
出

先
）

に
5

年
以

上
住

む
予

定
で

す
か

。
一

つ
だ

け
選

ん
で

番
号

に
○

を
し

て
く

だ
さ

い
。

 

1
．

住
む

 
     

 
  2

．
住

ま
な

い
 

 
 

     3
．

わ
か

ら
な

い
 

 ５
 

４
で

「
１

．
住

む
」

と
回

答
さ

れ
た

方
の

み
に

お
聞

き
し

ま
す

。
 

移
動

の
主

な
要

因
と

な
っ

た
方

が
，

１
５

歳
の

時
（

中
学

校
卒

業
時

）
に

住
ん

で
い

た
市

町
村

は
，

こ
の

調
査

票
を

提
出

す
る

市
町

と
同

じ
で

す
か

。
違

う
場

合
に

は
，

１
５

歳
の

時
の

住
所

地
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
都

道

府
県

市郡

区町村

 
 

 
 

 
★

 
現現

在
の

市
町

村
名

で
回

答
し

て
く

だ
さ

い
。（

不
明

な
場

合
は

，
旧

市
町

村
名

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。）

 

※
項

目
４

，
５

は
，

Ｕ
タ

ー
ン

（
1

5
歳

時
の

住
所

地
が

県
内

で
，

県
外

か
ら

転
入

し
5

年
以

上
居

住
予

定
）

な
ど

，
交

流
・

定
住

人
口

の
状

況
を

調
べ

る
も

の
で

す
。

 
 

 

 

こ
の

調
査

票
は

，
市

・
区

・
町

の
窓

口
へ

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
御

協
力

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

 

・
 こ

の
調

査
は

，
ど

の
よ

う
な

年
齢

の
人

が
，

ど
の

よ
う

な
理

由
で

移
動

す
る

の
か

な
ど

を
調

べ
，

県
や

市
町

の
地地

域
づ

く
り

の
基

礎
資

料

を
得

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
行

っ
て

い
ま

す
。

 

・
 御

記
入

い
た

だ
い

た
内

容
は

，
統 統

計
資

料
を

作
成

す
る

た
め

に
使

用
さ

れ
，

個
人

が
特

定
さ

れ
る

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

・
 調

査
へ

の
御

協
力

を
お

願
い

し
ま

す
。

太太
ワ

ク
の

中
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

調
査

へ
の

御
協

力
の

お
願

い
 

（
 
表
 
面
 
）

市
区

町
村

コ
ー

ド

広
島

市
の

場
合

区
名

も
記

入

し
て

く
だ

さ
い

。 市
区

町
村

コ
ー

ド



附 

則 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


